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地方自治，まさに荒れはてなんとす

(財)自治総合センター参与加藤富子

患は，今や全額に有名になった武蔵野市の4000

万円退職金事件に， リーダ}の i 入として参画し

ている.さらにいえば，元来が自治省の役人であ

り，地方自治体の管理者研修センターとしての性

格をもっ自治大学校で，長らく，地方自治論や行

政管理について講義をし，かつ，鵠授の研究部長

として，また，地方自治研究資料-tンターの初代

所長として，地方自治の調査研究に従事してきて

いる.

このような，いわば地方自治宏職業としてきた

専門家の i 人としての呂から見ると，現在の B本

の地方自治は実態と大きくかけ離れた“擬制1]"の

上でよろめいている危うさがあり，このままでは

放置しがたい状洗なのである.その程度は，やや

:t-ノミーに表現すると“地方自治のチホーイピ'と

か“マボロシの地方自治"とも設えるほどであ

る.というのは，地方自治の本質は，国や都道府

県という上部団体の監督を受けず，“住民自治"

“住民コントロー lv" にあるのに，日本の地方自

治体のチェック機関の実態が呆れるほど弱体化し

ているのである.コントロールのきかない組織な

んて糸の切れたタコ同然である.

その無軌道ぶりの実態をあますところなく明ら

かにしたのが，武蔵野市の市民常識からはるかに

遊離した給与や滋職金の制度で、ある.それは市役

所に 31 年以上勤務し， 55歳以上で退職した職員

は，どんな職種のえきであっても， すべて一律に

4000万円以上， 50∞万円以下の退職金がもらえる

いとう驚くべき高額のパラマキ制度であった.

退職金計算の基礎となる給与体系も非常識なも
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のである.武蔵野市の57年高額年収職員を上位20

人拾い出したら， lf立 2 佼， 3 泣が市長と 2人

の助役の運転手であり，議長の運転手が加わって

4 人の運転手と 4 人の清掃作業員の計 8 人がその

中に入っていた.これでtは主，競争原理の働いてい

る民鵠企業で働く締税者が

は民間委託に4ぜ全よJ:"と言い校出iすのもまことに芝当当然

である.つまり，武蔵野市においては，職種によ

る給与の区別はなきに等しく，職務の内容や資任ー

には関係なしただ年功で一律平等に昇給すると

いう世界に鰻を見ない驚くべき給与体系となって

いるのである.

こういう非常識な給与体系は，武蔵野市のみで

なく，かつ革新首長のいた地方自治体を中心に大

都市周辺においては，かなり拡まっているのであ

る.

要するに，職員の労働条件の向上(つまり，民

間労働者の実態にはおかまいなく，できるだけ少

ない時間と品ネルギーで，できるだけ多くの給与

や退職金を得たしうを実現することを呂的とする

職員組合と，納税者である伎民の利害はナ?の形

では真正面から対立するのである.なぜなら，納
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税者のホンネは逆に，できるだけ提供する税金は

少なく，できるだけ質量ともに豊かな行政サービ

スを受けたいと願っているのである.

この双方の主張に対してうまくパランスをとっ

てゆく第 l 次責任は首長に，第 2 次責任は議会に

ある.ところが革新首長の場合は，職員組合がカ

ンパを集め，支持母体となり，選挙運動の中核と

なることから，ややもすると首長に対する職員組

合の影響力が増大し，組合と首長の癒着を招き，

住民に対しては，双方が共同戦線をはって市長が

認めた給与等についての秘密を守るとし、う住民疎

外の行政体質になる傾向がみられるのである.

このように，支持母体に対しては，その意を迎

えようとする傾向があるのは保革を間わず公選首

長の宿命ともいえる.一方，首長に与えられた強

大な権力(地方自治体の人事権，財政権，組織権

を含む行政に関する意思決定権)が選挙の集票に

的をあてた首長の思惑によって左右されては，公

正，社会的正義，全体との調和を追求しなければ

ならない行政が大きくゆがめられる危険性があ

る.

そのために，地方自治法では，地方自治体の執

行機関の監視批判を行なうチェック機関として，

議会と監査委員の両制度が設けられている.しか

し，武蔵野市の4000万円退職金事件が，きわめて

明確にしたとおり，行政の経営管理については，

アマチュアである議員は，現在のように複雑にぼ

う大化し，専門分化して高度化した都市行政につ

いてのチェック機能を十分に果たすことができな

くなってきている.
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武蔵野市の職員組合は住民からの非難に対し

て， r給与や退職金の根拠は，条例によって定まっ

ており，職員組合が一方的に決めたものではな

い.市長の提案に対し，議会が全会一致で可決し

たのである」と抗弁している.それに対し議員は

「まさかそんなに高いとは思わなかったJ r総務委

員会が可決したので信頼した」などと大変頼りな

い理由を述べている.

それにまた，議員や職員のOBの処遇的な任命

が多い監査委員も，実質上，執行機関の内部組織

化しており，公平中立な第三者的機能は望むこと

ができず行政問題をややもするとヤミへ葬ってし

まう原困となっている.

“地方自治は，まさに荒れはてなん"としてい

るのである.退職金や給与は氷山の一角であり，

地方自治の病根は，誰もそれを診断し，指摘しな

いままに深く拡がっている.

このような“地方自治"の現状から痛感させら

れるのは，日本人の単純な制度信仰，人間性信頼

である.人聞は時には悪魔になりうることを忘れ

てはいけない.そして，制度はその運営の実態を

ハッキリ見つめて，たえず改革してゆくことが必

要である.

OR も人聞がらみのものである以上，実態把握

の必要性とその具体的方法の開発が強調されねば

ならない.

孫子も言っている.

“敵を知り己を知らば百戦といえども危うから

ず"と.
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